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令和５年３月２７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和４年(ワ)第１８６１０号 商標権に基づく差止請求権不存在確認請求事件 

口頭弁論終結日 令和５年２月７日 

              判       決 

     原 告  オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 5 

                  破産管財人 

                    Ａ 

     同訴訟代理人弁護士    川  端  さ と み 

                    藤 野 睦 子 

                    大 住  洋 10 

                    原  悠 介 

                    中 原 明 子 

                    千  葉  あ す か 

     被 告    パ イ オ ニ ア 株 式 会 社 

     同訴訟代理人弁護士    岡  本  健 太 郎 15 

                    寺 内 康 介 

              主       文 

          １ 原告の請求を棄却する。 

          ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

              事 実 及 び 理 由 20 

第１ 請求 

   被告は、別紙被告商標目録記載の商標に係る商標権に基づいて、原告が別紙

動産目録記載の各動産を販売することを差し止める権利を有しないことを確認

する。 

第２ 事案の概要 25 

 １ 事案の要旨 
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   本件は、原告が、別紙被告商標目録記載の商標（以下「本件商標」という。）

に係る商標権者である被告に対し、原告が別紙動産目録記載の各動産（以下

「本件在庫商品」という。）に本件商標を付したものを販売することは、本件

商標に係る被告の商標権（以下「本件商標権」という。）を侵害するものでは

ないと主張して、被告が原告に対して本件商標権に基づき本件在庫商品の販売5 

を差し止める権利を有しないことの確認を求める事案である。 

 ２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によ

り容易に認められる事実） 

  (1) 当事者等 

   ア 原告は、オンキヨーホームエンターテイメント株式会社（平成２６年１10 

１月７日当時の商号は「オンキヨー株式会社」。以下、商号変更の前後を

問わず「破産会社」という。）の破産管財人である。 

     破産会社は、令和４年５月１３日、破産手続開始の申立て（大阪地方裁

判所令和４年(フ)第１６４０号）を行い、同日、破産手続を開始して原告

を破産管財人に選任する旨の決定がされた（甲１）。 15 

   イ 被告は、本件商標の商標権者である。 

  (2) 商標権使用許諾契約 

    破産会社及び被告は、平成２６年１１月７日、被告が、破産会社に対し、

以下の各商品並びにこれらに関連する付属品、ソフトウェア、アプリケーシ

ョン及びサービス（以下「許諾商品等」という。）につき本件商標権の通常20 

使用権を許諾する旨の契約（以下「本件使用許諾契約」という。）を締結し

た。本件使用許諾契約には、製品やサービス、取扱説明書等に本件商標を使

用するに当たり、事前に被告の承諾を得なければならないことや、被告がブ

ランド監査の観点から報告、対応、改善等を求めた場合は、これに応じなけ

ればならないことなど、破産会社が遵守すべき事項が定められていた。（甲25 

３） 
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   ① ホームシアターシステム 

   ② 家庭用ブルーレイ、ＤＶＤプレーヤー 

   ③ 家庭用オーディオシステム 

   ④ 家庭用単品コーポネント（スピーカー、ＡＶアンプ、２ｃｈオーディオ

コンポーネント、ネットワークオーディオプレーヤー、ＵＳＢ ＤＡＣ、5 

マイクロホン、ＨＤＭＩケーブル 

   ⑤ ヘッドホン及びイヤホン（ＤＪ用は除く。） 

   ⑥ シーリングサウンドシステム、シーリングシアターシステム 

   ⑦ ダンサー用オーディオシステム 

   ⑧ 店舗及び商業空間向けスピーカー 10 

   ⑨ 家庭用電話関連機器、デジタルフォトフレーム 

   ⑩ ボイスモニタリングレシーバー（補聴器については、破産会社及び被告

の間で別途協議するものとする。）、ワイヤレスステレオスピーカーシス

テム 

  (3) 本件使用許諾契約の合意解約 15 

    破産会社及び被告は、令和３年６月２１日、許諾商品等のうち前記(2)の①

ないし④及び⑥ないし⑧に係るものについては同年９月８日をもって、その

余の許諾商品等については同年１１月３日をもって、本件使用許諾契約を解

約し（以下、両解約日を併せて「本件各解約日」という。）、破産会社は、

本件各解約日以降、許諾商品等に本件商標を使用しないが、本件各解約日か20 

ら６か月間、本件各解約日時点において現存する在庫を販売するために合理

的な範囲内において、本件使用許諾契約に基づき本件商標の使用を継続する

ことができる旨の合意（以下「本件解約合意」という。）をした（甲５）。 

  (4) 本件在庫商品 

    破産会社は、本件各解約日時点において、本件商標を付した本件在庫商品25 

を保有していた（弁論の全趣旨）。 
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    原告は、現在、ＮＸ香港株式会社の香港倉庫に、本件商標を付したままの

本件在庫商品を保有している。 

３ 争点 

   原告が本件在庫商品を販売することについて実質的違法性が欠如するか 

 ４ 争点に関する当事者の主張 5 

  （原告の主張） 

  (1) 最高裁平成１４年(受)第１１００号同１５年２月２７日第一小法廷判決・

民集５７巻２号１２５頁（以下「平成１５年最判」という。）は、いわゆる

並行輸入の事案において、外形的に商標権侵害に該当する行為であったとし

ても、① 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を10 

受けた者により適法に付されたものであり、② 当該外国における商標権者と

我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と

同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同

一の出所を表示するものであって、③ 我が国の商標権者が直接的に又は間接

的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国15 

の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質におい

て実質的に差異がないと評価される場合には、商標の機能（出所表示機能及

び品質保証機能）を害するものではなく、商標権侵害としての実質的違法性

を欠くとした。 

    そして、上記①の要件は、当該商標を付された商品が適法に流通に置かれ20 

たことまでは要件としていないから、商標が商標権者から使用許諾を受けた

者により適法に付されていれば、当該商品は商標法上の真正品であるという

べきである。このような理解は、知財高裁令和２年(ネ)第１００６２号同３

年５月１９日判決、東京地裁平成３０年(ワ)第３５０５３号令和２年１０月

２２日判決及び大阪高裁平成２９年(ネ)第２４５号同年９月２１日判決にお25 

いても示されている。 
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    本件は、並行輸入の事案とは異なるが、国内における真正品の転々流通と

実質的違法性阻却という点において、平成１５年最判の射程が及ぶというべ

きである。 

  (2) 本件在庫商品は、商標権者である被告から使用許諾を受けた破産会社が本

件商標を適法に付したものであるから、商標法上の真正品である。 5 

    実質的に見ても、本件商標は、世界的に周知されている被告の商標であり、

破産会社が、被告から中国を除く全世界でこれを使用する許諾を得て、本件

使用許諾契約の有効期間中に適法に付したものであるから、世界的に同一の

出所を示すものであり、本件商標の出所表示機能が害されることはない。 

    また、破産会社は、本件使用許諾契約の有効期間中に、同契約の定めに従10 

って、本件商標を付した本件在庫商品を製造したものである。本件在庫商品

の販売自体は本件使用許諾契約終了後であったとしても、サンプル品や不良

品、廃棄予定品として流通に置くことは想定されていないから、本件商標の

品質保証機能が害されることはない。 

  (3) したがって、本件商標を付した本件在庫商品を販売する行為は実質的違法15 

性が欠如するから、被告の本件商標権を侵害するものではない。 

  （被告の主張） 

  (1) 破産会社は、本件各解約日をもって、本件商標を使用する権限を失ってお

り、例外的に本件各解約日から６か月間に限り、在庫を販売するのに必要な

限度で本件商標を使用することが許諾されていたものの、その期間は既に経20 

過している。 

  (2) この点、商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者が適法に商標

を付した商品が流通した際に、商標を使用する権限を有しない第三者がこれ

を転売することは、外形的には商標権侵害に該当するが、保護される商標の

機能を害しない場合には実質的違法性を欠くとする考え方がある。 25 

    しかし、このような考え方が適用されるのは、商標権者や当該商標権者か
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ら使用許諾を受けた者が商品に適法に商標を付して流通させる場合に限られ、

商標権者の意思に基づかずに商標が付されたり、商品が流通に置かれたりし

た場合に、実質的違法性を欠くことはない。 

    前記(1)のとおり、本件においては、破産会社は、本件解約合意により、本

件商標を使用する権限を失っているから、商標権者や当該商標権者から使用5 

許諾を受けた者が商品に適法に商標を付して流通させる場合に該当せず、原

告による本件在庫商品の販売が適法となるものではない。 

  (3) 原告は、平成１５年最判の射程が本件に及び、本件商標を付した本件在庫

商品を販売しても、本件商標の出所表示機能及び品質保証機能が害されるこ

とはないと主張する。 10 

    しかし、本件は、日本企業である被告が同じく日本企業である破産会社に

対して商標の使用許諾を行ったという事案であるのに対し、平成１５年最判

は並行輸入の事案であるから、全く関係がない。原告が指摘するその他の裁

判例についても、いずれも並行輸入に関するものであり、同様である。 

    また、商標権は禁止権であり、使用許諾がなければ他人の登録商標を使用15 

することはできないのが原則である。登録商標の使用許諾を受けていた契約

当事者であっても、使用許諾期間経過後は、商標権の使用権限を喪失し、当

該登録商標を使用することはできないから、出所表示機能を害することにな

ることは明らかである。 

    さらに、破産会社は、本件解約合意により、本件商標を使用しないことを20 

約束しており、本件在庫商品は、これに付された本件商標が変更又は消去さ

れない限り、実質的には廃棄するほかない商品であるから、品質保証機能も

害するといえる。 

  (4) したがって、原告が本件商標を付した本件在庫商品を販売することにつき、

実質的違法性を欠くとはいえない。 25 

第３ 当裁判所の判断 
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 １ 前記前提事実(2)ないし(4)のとおり、破産会社は、商標権者である被告との

間で、本件商標権の通常使用権を許諾する旨の本件使用許諾契約を締結し、本

件在庫商品に本件商標を付したが、その後、被告との間で、本件使用許諾契約

を解約し、本件各解約日から６か月間、本件各解約日時点に現存する在庫を販

売する限りにおいて、引き続き本件商標を使用することができる旨の本件解約5 

合意を締結し、上記６か月間は既に経過した。 

   したがって、原告が、今後、本件商標を付した本件在庫商品を販売すれば、

本件商標を使用することにつき被告の許諾がないから、被告の本件商標権を侵

害すると認められる（商標法２５条、２条３項２号）。 

 ２ これに対して、原告は、本件には平成１５年最判の射程が及び、原告が本件10 

在庫商品を販売することは、本件商標の出所表示機能及び品質保証機能を害す

るものではなく、商標権侵害の実質的違法性を欠くと主張する。 

   しかし、商標法３１条２項は、「通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内

において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有す

る。」と規定しており、通常使用権の範囲、期間、条件等は使用許諾契約によ15 

り定められることになるが、前記１のとおり、本件使用許諾契約は既に効力を

失っており、在庫商品について例外的に本件商標の使用が許諾された期間も既

に経過しているから、本件使用許諾契約が有効である間に本件商標が付された

商品であっても、今後、これを販売することは、本件使用許諾契約及び本件解

約合意に違反するものである。そうすると、現時点において、通常使用権者で20 

あった破産会社の地位を承継した原告が、商標権者である被告に対し、本件商

標を付した本件在庫商品を販売することは実質的違法性を欠くなどと主張し得

ないことは明らかである。 

   また、商標法は、商標を使用する者の業務上の信用及び需要者の利益を確保

することを目的とするところ（商標法１条参照）、需要者である一般消費者は、25 

登録商標が付された商品を商標権者から直接購入する場合ではなくとも、商標



8  

権者の許諾に基づいて登録商標が付された商品を購入しようとする際には、商

標権者による技術指導や品質検査等を前提とする商品であると理解し、商標権

者が登録商標を付して流通に置いた正規の流通経路によった商品と出所及び品

質が同一の商品を購入することができる旨信頼するのが通常であり、その信頼

を裏切らないことにより、商標権者の業務上の信用が確保されるというべきで5 

ある。ところが、前記１のとおり、本件商標を付した本件在庫商品が市場に出

回ることは、商標権者である被告の許諾がないことから、正規の流通経路によ

らないものであるといえるし、本件商標を使用するに当たっての遵守事項を定

めた本件使用許諾契約が解約されたことにより、破産会社又は原告がこれに従

う法的根拠が失われ、被告は本件在庫商品の品質管理を行い得る立場にないこ10 

とになる。そうすると、原告が本件商標を付した本件在庫商品を販売すること

は、本件商標の出所表示機能及び品質保証機能を害するものといえる。 

   さらに、平成１５年最判は、商標権者から商標の使用を許諾された者が使用

許諾契約で定める条件に違反して当該商標を付した商品を製造したところ、別

の業者が当該商品を海外で仕入れて日本に輸入する行為、いわゆる並行輸入の15 

違法性が争われた事件に関する判断であるのに対して、本件は、かつて商標の

使用を許諾されていた者自身の行為の違法性が問われているから、事案を異に

する。原告が指摘する他の裁判例についても、同様である。 

   したがって、原告が本件商標を付した本件在庫商品を販売することについて、

商標権侵害の実質的違法性を欠くとはいえない。 20 

 ３ 以上によれば、被告は、原告に対し、本件商標権に基づき、原告が本件在庫

商品を販売することを差し止める権利（商標法３６条１項）を有するというべ

きである。 

第４ 結論 

   以上によれば、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、25 

主文のとおり判決する。 
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     東京地方裁判所民事第２９部 

 

 

         裁判長裁判官 

                                    5 

               國 分 隆 文 

 

 

            裁判官 

                                    10 

                    小 川  暁 

 

 

            裁判官 

                                    15 

                    バ ヒ ス バ ラ ン 薫  
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（別紙） 

 

被告商標目録 

 

 

 

以 上  
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（別紙） 

 

動産目録 

 

     １  品名  スピーカー 

        型番  ＳＢＸ－３０１（Ｂ）ＣＵＡ ＰＰ 

        数量  ２ 

     ２  品名  スピーカー 

        型番  ＳＢＸ－３０１（Ｂ）ＣＵＢ ＰＰ 

        数量  ２ 

     ３  品名  イヤホン 

        型番  ＳＥ－ＣＬ５０２－Ｌ／ＸＺＣＥＬ５ 

            ＳＥ－ＣＬ５０２Ｔ－Ｌ／ＸＺＣＥＬ５ 

        数量  計３００ 

     ４  品名  イヤホン（マイク付） 

        型番  ＳＥ－ＣＬ５０２－Ｍ／ＸＺＣＥＬ５ 

        数量  ２００ 

     ５  品名  イヤホン（マイク付） 

        型番  ＳＥ－ＣＬ５０２Ｔ－Ｐ／ＸＺＣＥＬ５ 

        数量  １００ 

     ６  品名  ステレオヘッドホン（ワイヤレス） 

        型番  ＳＥ－ＣＬ５ＢＴ（Ｈ）ＣＣ 

        数量  ４１７４ 

     ７  品名  イヤホン 

        型番  ＳＥ－ＣＬ５ＢＴ（Ｈ）ＣＰ 

        数量  ８４ 
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     ８  品名  ステレオヘッドホン（ワイヤレス） 

        型番  ＳＥ－ＣＬ５ＢＴ（Ｒ）ＣＣ 

        数量  ２６５２ 

     ９  品名  イヤホン 

        型番  ＳＥ－ＣＬ７５１－Ｋ／ＸＺＣＥＷ５ 

        数量  １４ 

    １０  品名  イヤホン 

        型番  ＳＥ－ＣＬ７５１－Ｒ／ＸＺＣＥＷ５ 

        数量  ５０ 

    １１  品名  イヤホン 

        型番  ＳＥ－Ｅ６ＢＴ（Ｂ）ＣＺＵ 

        数量  ３２０ 

    １２  品名  イヤホン 

        型番  ＳＥ－Ｅ６ＢＴ（Ｙ）ＣＺＵ 

        数量  ５６０ 

    １３  品名  ワイヤレスイヤホン 

        型番  ＳＥ－Ｅ９ＴＷ（Ｈ）ＣＺＵ 

        数量  ４０ 

    １４  品名  ワイヤレスイヤホン 

        型番  ＳＥ－Ｅ９ＴＷ（Ｙ）ＣＺＵ 

        数量  ４０ 

    １５  品名  ヘッドホン 

        型番  ＳＥ－ＭＪ５０３－Ｌ／ＸＺＣＥＬ５ 

        数量  １００ 

    １６  品名  ヘッドホン 

        型番  ＳＥ－ＭＪ５０３－Ｒ／ＸＺＣＥＬ５ 
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        数量  ２００ 

    １７  品名  ステレオヘッドホン（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ） 

        型番  ＳＥ－ＭＪ７７１ＢＴ－ＷＸＺＷＬ 

        数量  ２９０ 

    １８  品名  ステレオヘッドホン（ワイヤレス） 

        型番  ＳＥ－ＭＳ９ＢＮ（Ｂ）ＣＺＵ 

        数量  ５０ 

    １９  品名  イヤホン 

        型番  ＳＥ－ＱＬ７ＢＴ（Ｇ）ＣＺＵ 

        数量  ９６０ 

    ２０  品名  デジタルオーディオプレイヤー（ハイレゾ対応） 

        型番  ＸＤＰ－０２Ｕ（Ｗ）ＣＺＰ 

        数量  ６０ 

 以上１ないし２０につき、 

【所在】China Resourceres Int'l Logistics Centre,2 Tai Mei Road, Kwai Chung, 

    New Territories, Hong Kong 

【保管場所の名称】ＮＸ香港株式会社（NIPPON EXPRESS(H.K.)Co.,Ltd.）香港倉庫 

以 上  

 


